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品川区フットサル連盟                         施設委員会 

（2020 年 6 月 27 日作成） 

本チェックシートを確認後、利用施設にご来場ください。 

新型コロナウイルス感染症対策チェックシート 

１、 ２週間前から今日まで、平熱を超える発熱はありません。 

２、 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状はありません。 

３、 だるさ（倦怠（けんたい）感）、息苦しさ（呼吸困難）はありません。 

４、 臭覚や味覚の異常はありません。 

５、 体が重く感じる、疲れやすいなどの症状はありません。 

６、 新型コロナウイルス感染症陽性と判断された者との濃厚接触はありません。 

７、 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方はいません。 

８、 過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域

等への渡航または当該在住者との濃厚接触はありません。 

９、 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置を遵守し、 

   施設管理者の指示に従います。 

10、 利用終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合には、 

   施設管理者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告します。 

11、 マスクを持参します（受付時や着替え時などのスポーツを行っていない際や 

   会話をする際にはマスクを着用すること。）。 

12、 こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施します。 

13、 他の利用者、施設関係者との距離（できるだけ２ｍ以上）を確保します 

   （障害者の誘導や介助を行う場合を除く）。 

14、 利用中に痰や唾をはくことはせず、咳エチケットを守ります。 

15、 利用中に大きな声で会話、応援等はしません。 

 

※１つでも確認できない項目がある場合には、施設を利用できません。 

※上記の記載項目について、利用メンバー全員の確認を行い、氏名を記入すること。 

 また、利用メンバー全員の連絡先を把握していること。 

※監督・コーチ・スタッフ・審判を含め（施設に入場された方の全て）記入ください。 

 

上記の内容に相違なく、利用時の規則を遵守し、施設管理者の指示に従います。 

 

※「新型コロナウイルス感染症対策チェックシート」の氏名の記載は施設管理者に提出し、 

個人情報は新型コロナウイルス発生時の調査目的以外では使用されません。 
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新型コロナウイルス感染症対策チェックシート 補足説明 

 

新型コロナウイルス感染症対策チェックシートは、現段階のパートナー団体（JFA）や施

設管理者（当該地域の自治体）が作成するガイドラインやチェックシートで得られている

知見等に基づき作成しています。今後、これらが改定された場合には、本チェックシート

についても逐次見直すことがあり得ることに御留意ください。 

 

本連盟の主催による活動が再開された場合には、各事業（各カテゴリ 毎節）ごとに当日

の責任者（運営）１名の方には、氏名の他に「年齢」、「住所」、「緊急連絡先」を新型コロ

ナウイルス感染症対策チェックシートに記入していただき 施設管理者へ提出することに

なります。 

 

更衣室の利用について 

各施設ごとに更衣室の入室定員が異なります。 

・しながわ中央公園 男子６名 女子４名 （朝８時から更衣室の利用はできます。） 

・八潮北公園    男子３名 女子３名 

入室状況をご確認のうえ、遵守し、ご利用ください。 

※リーグ運営委員会、カップ実施委員会にて更衣室の入室について 別途、定めが成され

ましたらば 各委員会においての規則を遵守してください。 

 

■チェックシートの運用方針 

本チェックシートについては、以下の考え方に基づき運用されるものとします。 

＜本チェックシートの拘束力＞  

本チェックシートは品川区フットサル連盟の主催による活動再開及び各時点において実施

し得る活動について、拘束力を持つものです。 

＜本チェックシートの適用の優先度＞  

本チェックシートは主に政府の方針やパートナー団体が作成する指針に基づき、品川区フ

ットサル連盟の主催による活動の際に作成されたものであることから、その適用にあたっ

ては、その時点での政府及び競技会が開催される各自治体の方針に従う。 

 ※全国青年大会・東京都サッカー協会の開催・運営においては、各団体が別途作成するガ

イドライン等がある場合はそれらが優先されます。 

＜本チェックシートの改定＞  

本チェックシートは、政府の方針や競技会が開催される各自治体の示すガイドラインやチ

ェックシートに変更があった場合。またはパートナー団体や各事業の委員会のガイドライ

ンに変更があった場合には、参考にし 本連盟の施設委員会が必要と判断した場合に改定

を行うものとします。 


